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令和 3年 8月末現在の新坂  世帯数 101戸 人口 198人 男性 96人 女性 102人

緊急事態宣言が９月３０日まで延長されました

緊急事態宣言が延長されたことを受けて庄原市は９月３０日まで振興センターな

ど市の公共施設の使用の中止を延長しました。これに伴い、三坂南と新免支部の集会所

においても使用の中止をお願いしています。各種教室やサロンなどでご利用の皆様には、

大変ご不便をおかけしていますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

予約乗合タクシーの試験運行が始まります

11 月～1 月の 3 か月間、AI 技術を活用したセミデマンドタクシー（予約乗合タクシー）

の試験運行が行われます。つきましては庄原市の職員にお越しいただき支部ごとに説明

会を開催します。重要な説明会ですので皆さんご出席をお願いいたします。送迎タクシ

ーを用意しますので、利用される方は振興センターまでご連絡ください。

・三坂南支部 ９月２１日（火）午前 10 時から   三坂南集会所

・三坂北支部 ９月２１日（火）午後 1 時 30 分から 新坂自治振興センター

・新免支部  ９月２２日（水）午後 1 時 30 分から 新免集会所

※予約乗合タクシーの試験運行が行われる３か月間は、現在運行している市民タクシー

は休止となりますのでご注意ください。

※利用するには登録が必要です。後日、申込書を記入していただきます。

※緊急事態宣言下ではありますが、大変重要で延期できない説明会ですのでご理解いた

だきますようお願いいたします。ご出席の皆さんはマスク着用をお願いいたします。

サロン交流会（地域で元気を育てる会）へご参加ください！（社会福祉協議会主催）

地域の集まりの場の継続のための交流会です。サロンの参加者や世話人さんなどどな

たでも参加できますので皆さんぜひご参加ください。詳しくはチラシをご覧ください。

○日 時：１０月２１日（木） 午後 1 時 30 分～3 時 30 分

〇場 所：新坂自治振興センター ○参加費：無 料

○内 容： 「集まり場での新型コロナウイルス感染症対策」

講師：庄原市役所 高齢者福祉課

「ガンバルーン（ボール）体操」～ひとりでもできる、みんなとできる～

講師：健康運動指導士

〇申し込み：10 月 14 日(木）までに新坂自治振興センター（☏2-2252）へ

※片道 200 円で送迎をご利用いただけます。必要な方は申込時にお知らせください。

※マスク着用をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の状況によっては延期

する場合があります。
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新坂自治振興区だより



秋の全国交通安全運動が始まります

実施期間 令和３年９月２１日（火）～９月３０日（木）

交通事故死ゼロを目指す日 令和３年９月３０日（木）

  重点項目

1. 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

2. 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など

安全運転意識の向上

3. 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

4. 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

みんなで守って！歩行者の安全を確保しよう。

これからの行事予定

10 月 21 日（木）サロン交流会

「集まり場での新型コロナウイルス感染症対策」

「ガンバルーン（ボール）体操」午後 1 時 30 分～（新坂自治振興センター）

11 月 8 日（月） 元気づくり教室

「ガンバルーン（ボール）体操」 午後 1時 30分～（新坂自治振興センター）

11 月 20 日（土）健寿セミナー②認知症予防教室 午後 2 時～（新免集会所）

12 月 １日（水）健寿セミナー③栄養改善教室 午後 1 時 30 分～（三坂南集会所）

        健寿セミナーの会場は支部集会所ですがどなたでも参加できます！！

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては延期または中止となる場合があります。

高齢者大運動会中止のお知らせ

例年 10 月に開催される高齢者大運動会（老人会）は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から本年度も中止となりました。

ごみはきちんとルールを守り、正しく分別して出しましょう！！

間違った方法でゴミステーションに出されている場合があります。正しく分別されて

いないごみは、回収されません。自分で出したごみに責任を持ち、回収されているか確

認し、回収されていない場合は分別し直してください。ルールを守り、みんなで気持ち

よくゴミステーションを使いましょう。

市から各世帯に配布されている「家庭ごみの正しい出し方」

「ごみの分け方ガイド」を参考に、正しく分別および処理を

お願いします。


